
00 資料２

平成２３年６月８日

北海道開発局北海道開発局

複数の利水対策案複数の利水対策案複数の利水対策案複数の利水対策案
（新規利水及び流水の正常な機能の維持）（新規利水及び流水の正常な機能の維持）

の立案及び概略検討についての立案及び概略検討についての立案及び概略検討についての立案及び概略検討について
（天塩川流域）（天塩川流域）
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利水参画者への確認及び要請利水参画者への確認及び要請

第2回検討の場資料より抜粋



22
利水参画者への確認及び要請利水参画者への確認及び要請

第2回検討の場資料より抜粋

サンルダム建設事業への利水参画者への要請事項

１ サンルダム建設事業への利水参画継続の意思の有無１ サンルダム建設事業への利水参画継続の意思の有無

２ 上記１で利水参画者が利水参画の継続の意思を有する場合、利水に必要とな
る開発水量（m3/s）開発水 （ / ）

３ 上記２の必要開発水量について、利水参画者において水需要計画の点検・確
認を行うことの可否

４ 上記３について、利水参画者が水需要計画の点検・確認を行った場合において
は、当該計画の点検・確認に係る資料の提供

５ 上記２又は４の必要開発水量について 利水参画者においてサンルダム建設５ 上記２又は４の必要開発水量について、利水参画者においてサンルダム建設
事業以外の代替案の検討を行うことの可否

６ 上記５について、利水参画者が代替案の検討を行った場合においては、当該
代替案検討に係る資料の提供代替案検討に係る資料の提供

７ 上記５について、利水参画者が代替案の検討を行っていない場合においては、
その理由由
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利水参画者からの回答利水参画者からの回答

第2回検討の場資料より抜粋

サンルダム建設事業への利水参画継続の意思確認等の結果

事業主体名 現開発水量
参画継続の意思確認等の状況

参画継続の意思 必要な開発水量参画継続の意思 必要な開発水量

水道用水

名寄市
1,510m3/日

（0.0175m3/s）
有

1,510m3/日

（0.0175m3/s）
水道用水

下川町
130m3/日

（0.0015m3/s）
有

130m3/日

（0.0015m3/s）

サンルダム建設事業以外の代替案の検討の要請に対する回答

事業主体名 代替案検討の可否及びその理由

名寄市
平成20年6月に実施した水道事業再評価において、代替案に
ついても検討を行っています

水道用水

ついても検討を行っています。

サンルダム参画に伴う負担金はすでに全額支払い済みであり
新たな費用をかけてまでサンルダム以外の代替案の検討する

下川町
、新たな費用をかけてまでサンルダム以外の代替案の検討する
必要性は乏しく、サンルダム参画への継続が有利と判断してい
ます。
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利水参画者への再確認要請利水参画者への再確認要請

下川町への再確認要請事項

「平成23年3月22日付下建第256号サンルダム事業の検証に係る検討について平成 年 月 日付下建第 56号サン ダ 事業の検証 係る検討 て
(回答)」 のとおり回答して頂いたところですが、必要とする開発水量の考え方につ
いての資料の御提示をいただけなかったことから、改めて確認要請いたします。

必要とする開発水量の考え方についての回答(下川町)

下川町では 本年３月に町の特性を活かしつつ計画的かつ総合的に町づくりを展下川町では、本年３月に町の特性を活かしつつ計画的かつ総合的に町づくりを展
開していくことを目的に「第5期下川町総合計画」を策定したところです。
「第5期下川町総合計画」では、『森と大地と人が輝くまち・しもかわ』を将来像とし

て積極的にまちづくりを進めていきますて積極的にまちづくりを進めていきます。
今回の開発水量に係る確認要請に対し、「第5期下川町総合計画」に定める計画

目標年次(平成30年)と定住人口(3,500人）に基づいてサンルダム参画の開発水
量の確認をおこなった結果(別添参照) 現計画どおりの水量を確保することが 町量の確認をおこなった結果(別添参照)、現計画どおりの水量を確保することが、町
の政策として必要であると判断しています。
あらためて、現計画どおりのサンルダムへの利水参画を継続することを回答いたし

ます。ます。
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【【参考参考】】新規利水開発量の点検結果①新規利水開発量の点検結果①
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【【参考参考】】新規利水開発量の点検結果②新規利水開発量の点検結果②
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新規利水の必要な開発水量の確認について新規利水の必要な開発水量の確認について



88 検討主体が行う必要な開発量の確認結果について①検討主体が行う必要な開発量の確認結果について①

目的目的
ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目「第４ 再評価の視点」（２）④

で示されている「必要量の算出が妥当に行われているかを確認する」に基づき、必要な開発
水量を確認する。

１．確認方法
各利水参画者からの提供資料や公表資料をもとに、以下の内容について確認する。

水量を確認する。

各 資 資

①開発水量の算定
開発水量が市町の長期計画等に沿ったものであるか確認するとともに、水需要予測量の推

定に使用する基本的事項（人口、原単位、有効率等）の算定方法について、水道施設設計指
針等の考え方に沿って適切に算出されたものであるかどうかを確認する。

②水道事業認可の届け出
水道法にもとづき、水道事業として厚生労働省の認可を受けているかどうかを確認する。

③事業再評価の状況
公共事業の効果的・効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から「行政機関が行う政策

評価に関する法律」により事業の再評価を実施しているか確認する。



99 検討主体が行う必要な開発量の確認結果について②検討主体が行う必要な開発量の確認結果について②

２ 確認結果（名寄市）２．確認結果（名寄市）

• 平成２３年２月２１日付回答により必要開発水量の根拠として提供された資料は、平成２０
年６月の事業再評価を現時点においても同等との認識との考えにより、回答されたもの。

• したがって検討主体による確認は平成２０年６月事業再評価の水需要計画を対象に行った。

①開発水量の算定

給水人口：過去の実績値を用いた時系列傾向分析により推定した値を採用しており 水道施• 給水人口：過去の実績値を用いた時系列傾向分析により推定した値を採用しており、水道施
設設計指針に沿って、公的な統計データから推計していることを確認した。

• 原単位：過去の実績値を用いた時系列傾向分析により推定した値を採用しており、水道施設
設計指針に沿って公的な統計デ タから推計していることを確認した設計指針に沿って公的な統計データから推計していることを確認した。

• 有収率：現状の有収率および将来目標を勘案して設定されていることを確認した。

• 負荷率：過去の実績や気象による変動条件を勘案して設定されていることを確認した。負荷 実績 象 変動条件 勘案 設定 確 。

• 損失水量：過去の実績を勘案して設定されていることを確認した。

②水道事業の認可
水道事業者である名寄市は 水道法第１０条にもとづき 平成１８年３月に「名寄水道事水道事業者である名寄市は、水道法第１０条にもとづき、平成１８年３月に「名寄水道事

業」の変更認可を受けている。



1010 検討主体が行う必要な開発量の確認結果について③検討主体が行う必要な開発量の確認結果について③

③事業再評価の状況③事業再評価の状況
平成２０年に事業再評価を実施し、事業は継続との評価を受けている。
また、これにより厚生労働省においても補助事業の継続が認められている。

確以上のように、名寄市における新規開発水量を確認したところ必要量は水道設計指針などに
沿って適切に算出されていること、事業認可等の法的な手続きを経ていること、事業再評価に
おいても「継続」との評価を受けていることを確認した。

参 者 確 を確保す を基 替案よって、利水参画者に対して確認した必要開発水量を確保することを基本として利水代替案
を立案することとする。

３．確認結果（下川町）

・平成２３年３月２２日付回答により、現計画どおりの水量が必要との回答を得たが、開発水
量の根拠が添付されていなかったため、平成２３年５月２０日付で再度確認要請を行った。

・それに対し、平成２３年６月６日の回答により下川町「第５期総合計画（平成２３年３
月）」に基づき、開発水量の確認を行った結果、現計画どおりの水量を確保することが必要
であるとの回答を得た。

・これら経緯を踏まえ、検討主体による確認は、平成２３年６月６日付回答に示された開発水
量を対象に行った。



1111 検討主体が行う必要な開発量の確認結果について④検討主体が行う必要な開発量の確認結果について④

①開発水量の算定①開発水量の算定

• 給水人口：町の総合計画に位置付けられた定住人口をもとに、設定されていることを確認し
た。

• 原単位：過去の実績値を用いた時系列傾向分析により推計した値を用いており、水道設計指
針に沿って公的な統計データから推計していることを確認した。

• 有収率：現状の有収率を勘案して設定されていることを確認した。

• 負荷率：過去の実績や気象による変動条件を勘案して設定されていることを確認した。

• 浄水場損失率：過去の実績を勘案して設定されていることを確認した。

②水道事業の認可
水道事業者である下川町は、水道法第１０条にもとづき、平成８年６月に「下川町簡易水

道事業」の変更認可を受けている。

③事業再評価の実施
平成１７年に事業再評価を実施し、事業は継続との評価を受けている。
その際、取水量の変更に伴い、補助採択基準から外れることになり、以降町単独事業とし

て継続しているて継続している。

以上のように、下川町における新規開発水量を確認したところ、必要量は下川町「第５期総
合計画」に沿って適切に算出された開発水量であること、事業認可等の法的な手続きを経てい
ること 過去の事業再評価においても「継続」との評価を受けていることを確認したること、過去の事業再評価においても「継続」との評価を受けていることを確認した。

よって、利水参画者に対して確認した必要開発水量を確保することを基本として利水代替案
を立案することとする。
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新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）①新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）①

必要な開発水量の算定に用いられた推計手法等必要な開発水量の算定に用いられた推計手法等

基本事項

目標年次 平成32年度

供給区域の確認 名寄市上水道緑丘浄水場給水区域(陸上自衛隊名寄駐屯地及び旧風連町給水区域を含む)

基本式

1日最大取水量＝(給水区域内人口×水道普及率×生活用原単位＋業務・営業用水量＋その他用水量＋新規開発水量)
÷有収率÷負荷率＋浄水場排水量基本式 ÷有収率÷負荷率＋浄水場排水量

○基本式各項目の推計手法 ： 時系列回帰分析

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

旧名寄市緑丘浄水場給水区域、瑞穂地区、川西地区、弥生
給水区域の区分 地区、陸上自衛隊名寄駐屯地

旧風連町

旧名寄市：
国勢調査のデータを基に、コーホート要因法により推計
(国立社会保障・人口問題研究所の推計値をやや下回るがほ
ぼ 致)

水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計

22,228 人

行政区域内人口
ぼ一致)

旧風連町：
国勢調査のデータを基に、コーホート要因法により推計
(国立社会保障・人口問題研究所の推計値をやや下回るがほ
ぼ一致)

水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計

3,919 人

①給水人口

給水区域内人口

旧名寄市：給水区域外人口を時系列回帰分析により推計
水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計式を作成し推計

21,417 人

旧風連町：給水区域外人口を時系列回帰分析により推計
水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計式を作成し推計

3.178 人

旧名寄市： ■水道施設設計指針P24 1 総論 1 2 基本計

水道普及率

旧名寄市：
現状普及率(地区平均96.4%/平成18年)が増加傾向にあるの
で地区ごとに平成30年(弥生)または平成35年(その他全て)を
100%とし比例補完

■水道施設設計指針P24、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.5 基本事項の決定、3.計画給水人口

普及率は、過去の実績や今後の水道の施設
計画などを総合的に検討の上決定する。

■同P25、同、同、同、3.について解説
計画給水普及率は、施設の整備内容を十分

99.7 ％

旧風連町：
現状普及率(93 3%/平成18年)が増加傾向にあるので平成35 98 9 ％検討のうえ、できる限り高い水準を目標とす

べきである。

現状普及率(93.3%/平成18年)が増加傾向にあるので平成35
年を100%とし比例補完

98.9 ％

給水人口
旧名寄市：給水区域内人口×水道普及率 21,348 人

旧風連町：給水区域外人口×水道普及率 3,143 人
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新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）②新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）②

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値点検項目 基礎デ タの確認 推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

生活用

旧名寄市：
一人一日当り生活用水量を時系列回帰分析により推計 水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー

タから推計式を作成し推計

170.7 ﾘｯﾄﾙ/人･日

旧風連町：
一人一日当り生活用水量を時系列回帰分析により推計

211.8 ﾘｯﾄﾙ/人･日

②原単位ま
たは用途別

業務、営業用水量

旧名寄市営業用：
一日当り業務営業用水量を時系列回帰分析により推計

水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計式を作成し推計

598 m3/日

旧名寄市団体用：
一日当り団体用水量を時系列回帰分析により推計

1,165 m3/日

旧名寄市浴場用：近年2ヵ年実績平均値による 14 m3/日たは用途別
用水量

旧名寄市浴場用：近年2ヵ年実績平均値による 14 m /日

旧風連町：
給水管口径ごとに業務営業用水量を時系列回帰分析により
推計

127 m3/日

その他用水量
旧名寄市：近年10ヵ年実績平均値による 水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー

推計

7 m3/日
その他用水量

タから推計旧風連町：近年10ヵ年実績平均値による 6 m3/日

新規開発水量
名寄市立大学、名寄市大型店舗、名寄市陸上自衛隊駐屯地
、名寄市道の駅

空気調和衛生工学便覧、類似施設実績原単位
、給水実績により確認

1,063 m3/日

旧名寄市
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計

③有収率

旧名寄市：
現状の有効率を勘案し平成35年の目標有効率を90%と設定
有効無収水量率を近年10ヵ年の平均値とし有収率を設定

水道施設設計指針 、 総論、 基本計
画、 1.2.5 基本事項の決定、4.計画給水量の解
説について

計画有効率は、今後の給・配水整備計画な
どを反映させて設定することとするが、計画
的に漏水防止対策を進めることにより、95％
程度の将来目標値とすることが望ましい

85.6 ％

旧風連町：
状 有効率を 案 成 年 標有効率を 定 程度の将来目標値とすることが望ましい。

有効率に替えて有収率を用いて算出するこ
ともできる。

現状の有効率を勘案し平成35年の目標有効率を95%と設定
有効無収水量率を近年10ヵ年の平均値とし有収率を設定

91.6 ％
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新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）③新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）③

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値点検項目 基礎デ タの確認 推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

旧名寄市：近年10ヵ年の最低値とし負荷率を設定

■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.5 基本事項の決定、4.計画給水量の
解説について

負荷率は、給水量の変動の大きさを示すも
のであり、一般的に小規模の都市ほど低くな

71.1 ％

④負荷率
り、都市の規模が大きくなるにつれて高くな
る傾向がある。

計画負荷率の設定に当っては、長期的傾向
を把握するとともに、過去の実績や図-1.2.4の
給水人口規模別負荷率、更に他の類似都市と
の比較を行い 気象による変動条件にも十分

旧風連町：近年10ヵ年の最低値とし負荷率を設定 76.5 ％

の比較を行い、気象による変動条件にも十分
留意して計画値を決定するものとする。

■水道施設設計指針P16、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.1 総則、1.水量的な安定性の確保に
ついての解説

計画取水量は、計画一日最大給水量に10％

⑤浄水場排水量 緑丘浄水場実績(データがある平成13年以降)平均値

計画取水量は、計画 日最大給水量に10％
程度の余裕を見込んで決定することを標準と
する。

■水道施設設計指針P54、2.取水施設、2.1 総
説、 2.1.2 計画取水量についての解説

計画取水量は、計画一日最大給水量と取水
から浄水ま 損失を考慮 定める

998 m3/日

から浄水までの損失を考慮して定める。
損失水量としては、取水地点から浄水場に

至る導水施設からの漏水や浄水施設における
作業用水などがある。

計画一日最大給水量の10％程度増しとして
計画取水量を定めている。計画取水量を定めている。
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新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）④新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）④

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値点検項目 基礎デ タの確認 推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

生活用水有収水量 生活用水有収水量＝生活用水量原単位×上水道給水人口
■水道施設設計指針P31、1.総論、1.2 基本計
画、参考-3、2.用途別推計、1）生活用水に基
づき算定

4,323 m3/日

業務営業用水有収 業務営業用水有収水量＝旧名寄市用途別業務営業用水量
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画 1 2 5基本事項の決定より 用途別推計 2 987 m3/日

⑥需要想定
量

水量 ＋旧風連町口径別業務営業揚水量
画、1.2.5基本事項の決定より、用途別推計、
口径別推計により算定

2,987 m3/日

工場用水有収水量 見込まない ― ―

一日平均有収水量 一日平均有収水量＝生活用水量＋業務営業用水量
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、1.2.5基本事項の決定により算定

7,310 m3/日
量

一日平均給水量 一日平均給水量＝一日平均有収水量÷有収率
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、1.2.5基本事項の決定により算定

8,474 m3/日

一日最大給水量 一日最大給水量＝一日平均給水量÷負荷率
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、1.2.5基本事項の決定により算定

11,852 m3/日

■水道施設設計指針P16 1 総論 1 2 基本計
需要想定量
(一日最大取水量)

一日最大取水量＝一日最大給水量＋浄水場排水量

■水道施設設計指針P16、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.1 総則、1.について、2)、及び、P54
、2.取水施設、2.1 総論 2.1.2計画取水量によ
り浄水場排水量を見込み算定

12,862 m3/日

現在の水源は、緑丘浄水場で取水する天塩川水系名寄川の
河川水と風連地区及び川西・瑞穂地区の地下水である 将 河川水(既存)：

⑦確保水源の状況

河川水と風連地区及び川西・瑞穂地区の地下水である。将
来は、風連地区での安定水源の確保や水質面の課題、また
増高する維持管理費への対応、さらには陸上自衛隊名寄駐
屯地からの都市給水化に対応するため、緑丘浄水場から風
連地区や自衛隊名寄駐屯地へ水道水を送る計画としている
。なお、川西・瑞穂地区は、地下水の利用を継続すること

る

■水道施設設計指針P15、1.総論、1.2 基本計
画、1.2.1総則により計画取水量に見合った水
利権を確保するものとして算定

河川水(既存)：
11,220 m3/日

地下水等：
132 m3/日

サンルダム(新規)
：1,510 m3/日

としている。

事業再評価実施状況

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果

平成20年度
名寄市上水道 平成7年

1 4 継続平成20年度
第2期拡張事業 ～平成32年

1.4 継続



1616
新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）⑤新規開発水量の妥当性の確認（名寄市）⑤

人口等の推移 有収率・負荷率の推移
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新規開発水量の妥当性の確認（下川町）①新規開発水量の妥当性の確認（下川町）①

必要な開発水量の算定に用いられた推計手法等必要な開発水量の算定に用いられた推計手法等

基本事項

目標年次 平成30年度

供給区域の確認 下川町下川市街地

基本式
1日最大取水量＝(給水区域内人口×水道普及率×生活用原単位＋業務・営業用水量)÷有収率÷負荷率×(1－浄水損失率)

基本式各項 推計手法 時系列 帰分析
基本式

○基本式各項目の推計手法 ： 時系列回帰分析

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

行政区域内人口
下川町「第５期総合計画」に位置づけられた定住人口を設
定

下川町の長期計画等に基づいて設定 3,500 人

①給水人口

給水区域内人口 給水区域内人口の割合を時系列回帰分析により推計
水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計式を作成し推計

3,200 人

■水道施設設計指針P24、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.5 基本事項の決定、3.計画給水人口

普及率は、過去の実績や今後の水道の施設①給

水道普及率
現状普及率(98.2%/平成18年)が増加傾向にあるので切上げ
て設定

普及率は、過去の実績や今後の水道の施設
計画などを総合的に検討の上決定する。

■同P25、同、同、同、3.について解説
計画給水普及率は、施設の整備内容を十分

検討のうえ、できる限り高い水準を目標とす
べきである。

99.0 ％

給水人口 給水区域内人口×水道普及率 3,170 人
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新規開発水量の妥当性の確認（下川町）②新規開発水量の妥当性の確認（下川町）②

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値点検項目 基礎デ タの確認 推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

生活用 一人一日当り生活用水量を時系列回帰分析により推計
水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計式を作成し推計

189 ﾘｯﾄﾙ/人･日

団体用：
実績は横ばいであることから近年5ヶ年実績平均値による

140 m3/日

②原単位ま
たは用途別
用水量 業務、営業用水量

水道施設設計指針に沿って、公的な統計デー
タから推計式を作成し推計

営業用：
近年5ヶ年実績平均値に地域振興施策による交流人口の増分
を加えて設定

30 m3/日

浴場用：
実績は横ばいであることから近年5ヶ年実績平均値による

60 m3/日
業務、営業用水量

営農用：
実績は横ばいであることから近年5ヶ年実績平均値による

40 m3/日

工場用：
実績は横ばいであることから近年5ヶ年実績平均値による

50 m3/日

その他水量：公園用水 給水計画により確認 100 m3/日
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新規開発水量の妥当性の確認（下川町）③新規開発水量の妥当性の確認（下川町）③

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値点検項目 基礎デ タの確認 推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

③有収率
現状の有効率を勘案し平成30年の目標有効率を近年5ヶ年の
平均値として設定

■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.5 基本事項の決定、4.計画給水量の解
説について

計画有効率は、今後の給・配水整備計画な
どを反映させて設定することとするが、計画 84.4 ％

平均値として設定
的に漏水防止対策を進めることにより、95％
程度の将来目標値とすることが望ましい。

有効率に替えて有収率を用いて算出するこ
ともできる。

■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計

④負荷率 近年10ヵ年の最低値とし負荷率を設定

画、 1.2.5 基本事項の決定、4.計画給水量の
解説について

負荷率は、給水量の変動の大きさを示すも
のであり、一般的に小規模の都市ほど低くな
り、都市の規模が大きくなるにつれて高くな
る傾向がある。

71.9 ％
る傾向がある。

計画負荷率の設定に当っては、長期的傾向
を把握するとともに、過去の実績や図-1.2.4の
給水人口規模別負荷率、更に他の類似都市と
の比較を行い、気象による変動条件にも十分
留意して計画値を決定するものとする。

■水道施設設計指針P16、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.1 総則、1.水量的な安定性の確保に
ついての解説

計画取水量は、計画一日最大給水量に10％
程度の余裕を見込んで決定することを標準と
する

⑤浄水損失率 近年5ヶ年の平均値として浄水損失率を設定

する。

■水道施設設計指針P54、2.取水施設、2.1 総
説、 2.1.2 計画取水量についての解説

計画取水量は、計画一日最大給水量と取水
から浄水までの損失を考慮して定める。

損失水量としては、取水地点から浄水場に

22.9 ％

至る導水施設からの漏水や浄水施設における
作業用水などがある。

計画一日最大給水量の10％程度増しとして
計画取水量を定めている。
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新規開発水量の妥当性の確認（下川町）④新規開発水量の妥当性の確認（下川町）④

点検項目 基礎データの確認・推計手法の確認 指針等との整合性 推計値点検項目 基礎デ タの確認 推計手法の確認 指針等との整合性 推計値

生活用水有収水量 生活用水有収水量＝生活用水量原単位×上水道給水人口
■水道施設設計指針P31、1.総論、1.2 基本計
画、参考-3、2.用途別推計、1）生活用水に基
づき算定

600 m3/日

業務営業用水有収
業務営業用水有収水量＝

団体用＋営業用＋浴場用＋営農用＋工場用＋その他
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画 1 2 5基本事項の決定より 用途別推計に 420 m3/日

⑥需要想定
量

水量
団体用＋営業用＋浴場用＋営農用＋工場用＋その他

用(公園用)
画、1.2.5基本事項の決定より、用途別推計に
より算定

420 m3/日

一日平均有収水量 一日平均有収水量＝生活用水量＋業務営業用水量
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、1.2.5基本事項の決定により算定

1,020 m3/日

一日平均給水量 一日平均給水量＝一日平均有収水量÷有収率
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計

2 基本事項 決定 り算定
1 210 m3/日日平均給水量 日平均給水量 日平均有収水量÷有収率

画、1.2.5基本事項の決定により算定
1,210 m /日

一日最大給水量 一日最大給水量＝一日平均給水量÷負荷率
■水道施設設計指針P25、1.総論、1.2 基本計
画、1.2.5基本事項の決定により算定

1,690 m3/日

需要想定量
日最大取水量 日最大給水量×(1 浄水損失率)

■水道施設設計指針P16、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.1 総則、1.について、2)、及び、P54

2 080 3/日
(一日最大取水量)

一日最大取水量＝一日最大給水量×(1－浄水損失率)
画、 総則、 に いて、 )、及び、
、2.取水施設、2.1 総論 2.1.2計画取水量によ
り浄水損失率を見込み算定

2,080 m3/日

⑦確保水源の状況
水源は、下川町が確保する天塩川水系名寄川支流サンル川
の河川水である。

■水道施設設計指針P15、1.総論、1.2 基本計
画、 1.2.1総則により計画取水量に見合った
水利権を確保するものとして算定

河川水(既存)：
1,950 m3/日

サンルダム(新規)
水利権を確保するものとして算定

：130 m3/日

事業再評価実施状況

実施年度 事業名 工期 Ｂ／Ｃ 評価結果

平成17年度
下川町簡易水道 平成13年

1 48 継続平成17年度
簡易水道

第4次期拡張事業

成 年

～平成23年
1.48 継続
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新規開発水量の妥当性の確認（下川町）⑤新規開発水量の妥当性の確認（下川町）⑤

人口等の推移 有収率・負荷率の推移
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（参考）第５期下川町総合計画（参考）第５期下川町総合計画
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利水等対策案検討の基本的な利水等対策案検討の基本的な考え方考え方

１．新規利水(水道用水)は利水参加者が必要としている開発水量を確保することを基本とする。

２．流水の正常な機能を維持するために必要な流量の補給の検討は河川整備計画において想定２．流水の正常な機能を維持するために必要な流量の補給の検討は河川整備計画において想定
している目標を達成することを基本とする。

３．「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」で示されている１７方策のう
ち 検証対象となる「1)ダム 「2)河口堰 「3)湖沼開発 「4)流況調整河川 を除ち、検証対象となる「1)ダム」、「2)河口堰」、「3)湖沼開発」、「4)流況調整河川」を除
く１３方策を基本として検討し、新規利水（名寄市水道、下川町水道）、流水の正常な機能
を維持するために必要な流量のおのおのについて、実現性及び定量化の可否の観点から適用
性を評価して、利水等対策案を立案する。性を評価して、利水等対策案を立案する。

４．「12)水源林の保全」、「15)渇水調整の強化」、「16)節水対策」、「17)雨水・中水利用」
については、効果を定量的に見込むことが困難であるが、それぞれ大切な方策であり継続し
ていくべきと考えられるため 全ての利水等対策案とあわせて取り組んでいくものと評価すていくべきと考えられるため、全ての利水等対策案とあわせて取り組んでいくものと評価す
る。

５．各代替施設について共同化が図られることが可能な場合は考慮し、コスト、工期等から概．各代替施設に いて共同化が図られる とが可能な場合は考慮し、 スト、 期等から概
略検討を行う。

６．利水等対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との協議・調整は行って
いないいない。



2424 1414方策の適用性評価方策の適用性評価
（新規利水対策案）（新規利水対策案）

有識者会議での方策 14方策の概要 天塩川流域への適用性

0. ダム
河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造
物である。

サンル川にサンルダムを建設することにより、参加継続確認さ
れた新規利水の必要な開発量を確保する。

1. 河道外貯留施設(貯水池)
河道外に貯水池を設け、河川の導水し、貯留することで水
源とする。

サンルダム事業区域内のサンル川沿いに貯水池を検討する。

既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで容量を確保

供
給
面
で

2. ダム再開発(かさ上げ・掘削)
既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで容量を確保
し、水源とする。

近傍ダムのかさ上げを検討する。

3. 他用途ダム容量の買い上げ
既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて容量とする
ことで水源とする。

近傍ダムの発電容量の買い上げを検討する。

4. 水系間導水 水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする。
雨竜発電所で雨竜川から天塩川への導水が既に行われており、
その導水の活用について検討する

利

水

で
の
対
応

その導水の活用について検討する。

5. 地下水取水
伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の
新設等により、水源とする。

浄水場周辺での井戸掘削を検討する。また名寄市では風連地区
での既設井戸の継続利用も検討する。

6. ため池(取水後の貯留施設を含む。)
主に雨水や地区内流水を貯留するため池を配置することで
水源とする。

浄水場付近に雨水・地区内流水を貯留するため池を検討する。

補給対象区域から近いオホ ツク海沿岸に海水淡水化施設を検水

代

替

案

7. 海水淡水化 海水を淡水化する施設を配置し、水源とする。
補給対象区域から近いオホーツク海沿岸に海水淡水化施設を検
討する。

8. 水源林の保全
水源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する
。

効果を定量的に見込むことは困難なため対象としないが、現況
の森林が水源林としての機能を有していることから保全の取組
みを継続する。

需要が発生しておらず 水利権が付与されていないダム使

需
要
面
・

総
合
的
な
対

9. ダム使用権等の振替
需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使
用権等を必要な者に振り替える。

岩尾内ダムの遊休使用権の振替を検討する。

10. 既得水利の合理化・転用
用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量
の削減、農地面積の減少、産業構造の変革等に伴う需要減
分を、他の必要とする用途に転用する。

名寄川の既得水利権について、合理化・転用の可能性を検討す
る。

渇水調整協議会 機能を強 渇水時 被害を最 す
効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが 現状・

供
給
面
で
の

応
が
必
要
な
も
の

11. 渇水調整の強化
渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とす
るような取水制限を行う。

効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが、現状
においても渇水時には調整を行っており、今後も取組みを継続
する。

12. 節水対策
節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の
向上等により、水需要の抑制を図る。

効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが、水需
要抑制の取り組みは重要であり、今後も取組みを継続する。

雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水の利用
効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが 水需

13. 雨水・中水利用
雨水利用 推進、中水利用施設 整備、下水処理水 利用
の推進により河川水・地下水を水源とする水需要の抑制を
図る。

効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが、水需
要抑制の取り組みは重要である。

：今回の検討において採用した方策

：今回の検討において採用しなかった方策

：全ての対策案とともに取り組むべき方策



2525 1414方策の適用性評価方策の適用性評価
（流水の正常な機能の維持対策案）（流水の正常な機能の維持対策案）

有識者会議での方策 14方策の概要 天塩川流域への適用性

0. ダム
河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造
物である。

サンル川にサンルダムを建設することにより、流水の正常な機
能の維持するために必要な流量を確保する。

1. 河道外貯留施設(貯水池)
河道外に貯水池を設け、河川の導水し、貯留することで水
源とする。

サンルダム事業区域内のサンル川沿いに貯水池を検討する。

ダ ( げ 掘 )
既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで容量を確保

岩 ダ げを検 す

供
給
面
で

2. ダム再開発(かさ上げ・掘削)
既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで容量を確保
し、水源とする。

岩尾内ダムのかさ上げを検討する。

3. 他用途ダム容量の買い上げ
既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて容量とする
ことで水源とする。

近傍に必要な容量を確保可能なダムがないため対象としない。

4. 水系間導水 水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする。
雨竜発電所で雨竜川から天塩川への導水が既に行われており、
その導水の活用について検討する。

利

で
の
対
応

その導水の活用に いて検討する。

5. 地下水取水
伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の
新設等により、水源とする。

必要とする流量に対する供給が困難であり対象としない。

6. ため池(取水後の貯留施設を含む。)
主に雨水や地区内流水を貯留するため池を配置することで
水源とする。

必要な容量を確保するためには、広大な集水面積が必要となる
。また、地区内流水の貯留により、河川への流出量の減少が考
えられるため、対象としない。

水

代

替

案

7. 海水淡水化 海水を淡水化する施設を配置し、水源とする。
必要となる施設規模が大きく、コスト面から著しく不利なこと
が明らかであり対象としない。

8. 水源林の保全
水源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する
。

効果を定量的に見込むことは困難なため対象としないが、現況
の森林が水源林としての機能を有していることから保全の取組
みを継続する。

需
要
面

総
合
的
な
対

9. ダム使用権等の振替
需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使
用権等を必要な者に振り替える。

近傍に必要な容量を確保可能な遊休使用権を有するダムがない
ため対象としない。

10. 既得水利の合理化・転用
用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量
の削減、農地面積の減少、産業構造の変革等に伴う需要減
分を、他の必要とする用途に転用する。

名寄川の既得水利権について、合理化・転用の可能性を検討す
る。

面
・
供
給
面
で
の

対
応
が
必
要
な
も
の

11. 渇水調整の強化
渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とす
るような取水制限を行う。

効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが、現状
においても渇水時には調整を行っており、今後も取組みを継続
する。

12. 節水対策
節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の
向上等により、水需要の抑制を図る。

効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが、水需
要抑制の取り組みは重要であり、今後も取組みを継続する。

の

13. 雨水・中水利用
雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水の利用
の推進により河川水・地下水を水源とする水需要の抑制を
図る。

効果を定量的に見込むことは困難であり対象としないが、水需
要抑制の取り組みは重要である。

：今回の検討において採用した方策

：今回の検討において採用しなかった方策

：全ての対策案とともに取り組むべき方策



2626 新規利水対策案の適用性評価（新規利水対策案の適用性評価（1/51/5））
【対策案１】河道外貯留施設（貯水池）

凡 例

既設ダム

 サンルダム事業区域内のサンル川沿いに河道
外貯留施設を検討する。

【対策案１】河道外貯留施設（貯水池）

浄水場
(名寄市水道)

サンルダム

真勲別

既設ダム

建設中ダム

基準地点 施設検討範囲

浄水場真勲別

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

浄水場
(下川町水道)

【対策案２】ダム再開発（かさ上げ・掘削）

 名寄川には既設ダムがないため、天塩川支川

サンルダム

真勲別
名寄市水道

浄水場
(名寄市水道)

浄水場
(下川町水道)

の既設ダムとして、近傍の忠烈布ダムを対象に
かさ上げ・掘削を検討する。

忠烈布ダム

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

(下川町水道)

新規利水容量新規利水容量
かさ上げ

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点
忠烈布ダム

他用途容量他用途容量

堆砂容量堆砂容量

既
設
ダ
ム



2727 新規利水対策案の適用性評価（新規利水対策案の適用性評価（2/52/5））
【対策案３】他用途ダム容量の買い上げ【対策案３】他用途ダム容量の買い上げ

サンルダム

真勲別 浄水場
(下川町水道)

浄水場
(名寄市水道)

名寄市水道

 既設の発電ダムであるポンテシオダムの利水
（発電）容量の買い上げを検討する。

岩尾内ダム

(下川町水道)
名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

名寄川への導水

ポンテシオダム
新規利水の容量として買い上げ

岩尾内ダム

ポンテシオダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

他用途容量他用途容量
（発電等）（発電等）既

設
ダ
ム

【対策案４】水系間導水

凡 例

ポンテシオダム
基準地点 堆砂容量堆砂容量ム

 雨竜発電所で雨竜川から天塩川への導水が既

サンルダム

浄水場
(名寄市水道)

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

に行われており、その導水の活用について検討
する。

真勲別

名寄市水道

浄水場
(下川町水道)

雨竜第一ダム

雨竜発電所

既設発電導水

名寄川への導水

名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

余剰水

Ａ
川

Ｂ
川

余剰水

Ａ
川

Ｂ
川



2828 新規利水対策案の適用性評価（新規利水対策案の適用性評価（3/53/5））
【対策案５】地下水取水

凡 例

既設ダム

【対策案５】地下水取水

浄水場
(名寄市水道)

 浄水場付近に井戸の新設を検討する。
 名寄市は、風連地区で既設井戸の継続利用も

検討する。

サンルダム

真勲別

既設ダム

建設中ダム

基準地点

浄水場
(下川町水道)

《平野部》
降水

蒸発散

地下水利用 地下水利用

降水

蒸発散

ミネラルウォーター

降水

蒸発散

《山間部》

《平野部》
降水

蒸発散

地下水利用 地下水利用

降水

蒸発散

ミネラルウォーター

降水

蒸発散

《山間部》

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

風連地区風連地区
既設井戸既設井戸

岩盤

浸透
浸透

地下水の流れ

帯水層
砂礫層

砂質土層

しぼり出し
（水の移動）

（地下水のある地層）

帯水層

（地下水のある地層）

井
戸

井
戸

岩石の割れ目、裂け目、空
間等には、「裂か水」と呼ば
れる地下水が存在。ミネラル
が豊富。

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

圧密沈下

岩盤

浸透
浸透

地下水の流れ

帯水層
砂礫層

砂質土層

しぼり出し
（水の移動）

（地下水のある地層）

帯水層

（地下水のある地層）

井
戸
井
戸

井
戸
井
戸

岩石の割れ目、裂け目、空
間等には、「裂か水」と呼ば
れる地下水が存在。ミネラル
が豊富。

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

圧密沈下

【対策案６】ため池

砂礫層 （地下水のある地層） が豊富。砂礫層 （地下水のある地層） が豊富。

出典：平成22年度 日本の水資源

 浄水場付近に、雨水・地区内流水を貯留するた

サンルダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

浄水場
(名寄市水道)

め池の新設を検討する。

施設検討範囲

サンルダム

真勲別

基準地点
施設検討範囲

浄水場
(下川町水道)

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域



2929 新規利水対策案の適用性評価（新規利水対策案の適用性評価（4/54/5））
【対策案７】海水淡水化【対策案７】海水淡水化

浄水場

 オホーツク海沿岸に海水淡水
化施設を検討する。

福岡県：まみずピア
最大生産水量：50.000m3/日

浄水場
(名寄市水道)

浄水場
(下川町水道)

真勲別

沖縄県：北谷浄水場

【対策案９】ダム使用権等の振替

凡 例

最大生産水量：40.000m3/日

浄水場  岩尾内ダムの遊休ダム使用権

サンルダム

真勲別

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

浄水場
(下川町水道)

浄水場
(名寄市水道)

新規利水に振替

（工業用水）の振替を検討する。

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

(下川町水道)

名寄川への導水
水利権が付与されていない

使用権

岩尾内ダム

岩尾内ダム

他用途容量他用途容量

堆砂容量堆砂容量

既
設
ダ
ム



3030 新規利水対策案の適用性評価（新規利水対策案の適用性評価（5/55/5））
【対策案10】既得利水の合理化・転用

凡 例

既設ダム

【対策案10】既得利水の合理化・転用

浄水場
(名寄市水道)

 名寄川の既得水利権について、合理化・転用
の可能性を検討する。

別な用途

サンルダム

真勲別

既設ダム

建設中ダム

基準地点

実施前 実施後
水道用水等

別な用途
への転用

真勲別

名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

浄水場
(下川町水道)

対象既得水利権 かんがい用水

河川

水田水田

河川

水田水田

かんがい用水工業用水 廃止等

供給区域

以下の対策案は、効果をあらかじめ定量的に見込むことが困難であることから、対象としないが、全ての利水以下の対策案は、効果をあらかじめ定量的に見込むことが困難であることから、対象としないが、全ての利水
等対策案とあわせて取り組んでいくものと評価する。等対策案とあわせて取り組んでいくものと評価する。

(下川町水道)

現況の森林が水源林としての機能を有していることから、保全の取組みを継続する

【対策案８】水源林の保全

【対策案11】渇水調整の強化

現状においても渇水時には調整を行っており、今後も取組みを継続する

水需要抑制の取組みは重要であり 今後も取組みを継続する

【対策案12】節水対策

水需要抑制の取組みは重要であり、今後も取組みを継続する

水需要抑制の取組みは重要である

【対策案13】雨水・中水利用



3131
流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（1/51/5））

【対策案１】河道外貯留施設（貯水池）

凡 例

既設ダム

【対策案１】河道外貯留施設（貯水池）

 サンルダム事業区域内のサンル川沿いに河道
外貯留施設を検討する。

サンルダム

真勲別

既設ダム

建設中ダム

基準地点 施設検討範囲

真勲別

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

【対策案２】ダム再開発（かさ上げ・掘削）

 名寄川には既設ダムがないため、天塩川本川

サンルダム

真勲別
名寄市水道

の既設ダムとして、容量の大きい岩尾内ダムを
対象にかさ上げを検討する。

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

新規利水容量新規利水容量
かさ上げ

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点
岩尾内ダム

他用途容量他用途容量

堆砂容量堆砂容量

既
設
ダ
ム

名寄川への導水



3232
流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（2/52/5））

【対策案３】他用途ダム容量の買い上げ【対策案３】他用途ダム容量の買い上げ

サンルダム

真勲別

名寄市水道

 近傍に必要な容量を確保可能なダムが存在し
ないため、対象としない。

岩尾内ダム

名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

新規利水の容量として買い上げ

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

他用途容量他用途容量
（発電等）（発電等）

堆砂容量堆砂容量

既
設
ダ
ム

凡 例

基準地点

【対策案４】水系間導水

 雨竜発電所で雨竜川から天塩川への導水が既

サンルダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

に行われており、その導水の活用について検討
する。

真勲別

名寄市水道

雨竜第一ダム

雨竜発電所

既設発電導水

名寄川への導水

名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

余剰水

Ａ
川

Ｂ
川

余剰水

Ａ
川

Ｂ
川



3333
流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（3/53/5））

【対策案５】地下水取水

凡 例

既設ダム

【対策案５】地下水取水

 必要な水量に対する供給が困難であり、対象と
しない。

サンルダム

真勲別

既設ダム

建設中ダム

基準地点
《平野部》

降水

蒸発散

地下水利用 地下水利用

降水

蒸発散

ミネラルウォーター

降水

蒸発散

《山間部》

《平野部》
降水

蒸発散

地下水利用 地下水利用

降水

蒸発散

ミネラルウォーター

降水

蒸発散

《山間部》

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

岩盤

浸透
浸透

地下水の流れ

帯水層
砂礫層

砂質土層

しぼり出し
（水の移動）

（地下水のある地層）

帯水層

（地下水のある地層）

井
戸

井
戸

岩石の割れ目、裂け目、空
間等には、「裂か水」と呼ば
れる地下水が存在。ミネラル
が豊富。

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

圧密沈下

岩盤

浸透
浸透

地下水の流れ

帯水層
砂礫層

砂質土層

しぼり出し
（水の移動）

（地下水のある地層）

帯水層

（地下水のある地層）

井
戸
井
戸

井
戸
井
戸

岩石の割れ目、裂け目、空
間等には、「裂か水」と呼ば
れる地下水が存在。ミネラル
が豊富。

粘性土層
（水を透しにくい層）

粘性土層
（水を透しにくい層）

圧密沈下

【対策案６】ため池

砂礫層 （地下水のある地層） が豊富。砂礫層 （地下水のある地層） が豊富。

出典：平成22年度 日本の水資源

【対策案６】ため池

 雨水や地区内流水を対象とするため、

サンルダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

必要な容量を確保するためには、広大
な集水面積が必要となる。

 また、地区内流水の貯留により、河川へ
の流出量の減少が考えられるため 対サンルダム

真勲別

基準地点
の流出量の減少が考えられるため、対
象としない。

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域



3434
流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（4/54/5））

【対策案７】海水淡水化【対策案７】海水淡水化

 コスト面から著しく不利なこと
が明らかであり、対象としない。

福岡県：まみずピア
最大生産水量：50.000m3/日

真勲別

沖縄県：北谷浄水場
最大生産水量：40.000m3/日

【対策案９】ダム使用権等の振替

凡 例  岩尾内ダムの遊休ダム使用権（工業用水）があるが

サンルダム

真勲別

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

必要な容量がなく、他に必要な容量を確保可能な
遊休ダム使用権を有するダムがないため、対象とし
ない。

名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

岩尾内ダム 岩尾内ダム



3535
流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（流水の正常な機能の維持対策案の適用性評価（5/55/5））

【対策案10】既得利水の合理化・転用

凡 例

既設ダム

【対策案10】既得利水の合理化・転用

 名寄川の既得水利権について、合理化・転用
の可能性を検討する。

別な用途

サンルダム

真勲別

既設ダム

建設中ダム

基準地点

実施前 実施後
水道用水等

別な用途
への転用

真勲別

名寄市水道
供給区域 下川水道

供給区域

対象既得水利権 かんがい用水

河川

水田水田

河川

水田水田

かんがい用水工業用水 廃止等

以下の対策案は、効果をあらかじめ定量的に見込むことが困難であることから、対象としないが、全ての利水以下の対策案は、効果をあらかじめ定量的に見込むことが困難であることから、対象としないが、全ての利水
等対策案とあわせて取り組んでいくものと評価する。等対策案とあわせて取り組んでいくものと評価する。

供給区域

現況の森林が水源林としての機能を有していることから、保全の取組みを継続する

【対策案８】水源林の保全

【対策案11】渇水調整の強化

現状においても渇水時には調整を行っており、今後も取組みを継続する

水需要抑制の取組みは重要であり 今後も取組みを継続する

【対策案12】節水対策

水需要抑制の取組みは重要であり、今後も取組みを継続する

水需要抑制の取組みは重要である

【対策案13】雨水・中水利用



3636 新規利水対策案の立案新規利水対策案の立案
新規利水対策案

ダ
ム

河川整備計画

サンルダム

1

河道外

2 3 4 5 6 7 8 9

供
給
面
の
対
応

（
河
川
区
域
内
）

河道外
貯留施設

ダム再開発

他用途ダム容他用途ダム容
量の買い上げ

水系間導水

地下水取水
供
給
面
の
対
応

（
河
川
区
域
外
）

地下水取水

海水淡水化

ため池

需
要
面

水源林の保全

ダム使用権等
の振替

水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全

面
・
供
給
面
で
の
総

必
要
な
も
の

渇水調整
の強化

既得水利の
合理化・転用

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

合
的
な
対
応
が

の

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用



3737 流水の正常な機能の維持対策案の立案流水の正常な機能の維持対策案の立案
流水の正常な機能の維持対策案流水 常な機能 維持対策案

ダ
ム

河川整備計画

サンルダム

1

河道外

2 3 4

供
給
面
の
対
応

（
河
川
区
域
内
）

河道外
貯留施設

ダム再開発

応
）

供

水系間導水

供
給
面
の
対
応

（
河
川
区
域
外
）

需
要

水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全 水源林の保全

面
・
供
給
面
で
の

応
が
必
要
な
も

節水対策 節水対策 節水対策 節水対策 節水対策
渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

渇水調整
の強化

既得水利の
合理化・転用

の
総
合
的
な
対

も
の 雨水・

中水利用
雨水・

中水利用
雨水・

中水利用
雨水・

中水利用
雨水・

中水利用
節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用

節水対策

雨水・
中水利用



3838 【【現計画現計画】】
サンルダム（サンルダム（流水の正常な機能の維持＋新規利水（名寄市水道、下川町水道）流水の正常な機能の維持＋新規利水（名寄市水道、下川町水道））） 1/21/2

【サンルダム建設事業の概要】
天塩川水系名寄川支流サンル川にサンルダムを建設する。

・洪水調節

サンルダムの建設される地点における計画高水流量700m3/sのうち、610m3/sの洪水調節を行う。

流水 常な機能 維持

【サンルダム建設事業の概要】

・流水の正常な機能の維持

下流の河川環境の保全や既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進を図る。

・水道

名寄市の水道用水として、名寄市真勲別地点において新たに最大1,510m3/日、下川町の水道用水として、下

川町北町地点において新たに最大130m3/日の取水を可能とする。

・発 電

ほくでんエコエナジー株式会社が、サンルダムの建設に伴って新設するサンル発電所において、最大出力

1,000kWの発電を行う。1,000kWの発電を行う。

完成までに要する費用(概算)：

・新規利水 約1億円

・流水の正常な機能の維持 約100億円

事業費算定の考え方事業費算定の考え方

・完成までに要する費用(概算)は、総事業費528億円の内、既実施額274億円を除く254億円に目的別の費用負担

率を乗じて算定した。

工 期：

・新規利水 約5年・新規利水 約5年

・流水の正常な機能の維持 約5年

※検証の進ちょく、予算の制約や入札手続きの状況等によっては、変わることがある。



3939 【【現計画現計画】】
サンルダム（サンルダム（流水の正常な機能の維持＋新規利水（名寄市水道、下川町水道）流水の正常な機能の維持＋新規利水（名寄市水道、下川町水道））） 2/22/2

Ｎ

稚内市

豊富町 サンルダム完成予想図

幌延町

天塩町

日　

本　

海

岩尾内ダム

堤頂長

350.0m

位置 下川町北町地先

ダム形式 台形CSGダム

堤体積 49 5万m3

中川町

海

誉平

ダム位置図

堤高 46.0m
堤体積 49.5万m

総貯水容量 5,720万m3

天

塩

川

音威子府村

美深町

容量配分図

凡　例

流 域 界
河川、湖沼

川

名名

名寄市

寄寄 川川

名寄大橋

真勲別 サンルダム

基準地点
既設ダム
建設中ダム

名名

天
塩塩

士別市 下川町

和寒町

剣淵町

寄寄 川川

川

和寒町

天塩岳

天

塩塩

川

位置図



4040 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--１１
((河道外貯留施設河道外貯留施設)) 1/21/2

【対策案の概要】
サンルダム事業区域内に貯水池を新設し、河川の流水を導水・貯留することで名寄市及び下川町水道用水を

共同施設で確保する

施設規模：確保容量 200千m3（水道用水）

【対策案の概要】

完成までに要する費用(概算)：約11億円

事業費算定の考え方

・サンル川沿いのサンルダム事業区域内で、掘削及び周囲堤築造を行うものとして費用を積上げて算定した。

工 期：約6年(標準的な施工期間)

実施にあたっての留意事項

・貯水池の設置にあたり、周囲堤築造のための地質調査等が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



4141 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--１１
((河道外貯留施設河道外貯留施設)) 2/22/2

河道外貯留施設検討位置図河道外貯留施設検討位置図

浄水場
(名寄市水道)

サンルダム

真勲別
河道外貯留施設河道外貯留施設

浄水場

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

河道外貯留施設河道外貯留施設
浄水場

(下川町水道)

供給区域

凡 例

既設ダム

岩尾内ダム建設中ダム

基準地点



4242 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--２２
((ダム再開発ダム再開発)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
近傍ダム(忠烈布ダム)の有効貯水容量内を掘削し、名寄市及び下川町水道用水を確保する。

施設規模：確保容量 200千m3（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：約28億円

事業費算定の考え方

・忠烈布ダム貯水池掘削及び運搬、残土処理等の費用を積上げて事業費を算定した。

・忠烈布ダムからの補給取水のため、忠烈布川から各浄水場への導水施設建設に係る費用を算定した。

工 期：約11年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・忠烈布ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。

・貯水池掘削には、地質・環境調査等の検討や用地買収が必要である。

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である。導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



4343 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--２２
((ダム再開発ダム再開発)) 2/22/2

掘削前
凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

浄水場
(名寄市水道) 既得利水容量既得利水容量

((かんがいかんがい))

掘削前

サンルダム

真勲別

浄水場

堆砂容量堆砂容量

名寄市水道
供給区域

忠烈布ダム忠烈布ダム

新設導水路新設導水路
浄水場

(下川町水道)
新設導水路新設導水路

掘削後

新規利水容量
(水道)

供給区域

下川町水道
供給区域

堆砂容量堆砂容量

既得利水容量既得利水容量
((かんがいかんがい))

岩尾内ダム

施 設 名 忠烈布ダム

所 轄 ・ 所 管 てしおがわ土地改良区

形 式 アース

目 的 かんがい目 的 かんがい

集 水 面 積 22.5km2

総 貯 水 容 量 2,405千m3

有効貯水容量 2,186千m3
忠烈布ダム



4444 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--３３
((他用途ダム容量の買い上げ他用途ダム容量の買い上げ)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
ポンテシオダムの発電容量を一部買い上げて、名寄市及び下川町水道用水を確保する。

施設規模：確保容量 200千m3（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：約50億円

事業費算定の考え方

・ポンテシオダムの利用年数を考慮した現在価値に対して再アロケーションを行って水道用水の負担額を算定

した。

・ポンテシオダムからの補給・取水のため、風連20線堰堤(天塩川)から各浄水場への導水施設建設に係る費用

を算定した。

工 期：約13年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・ポンテシオダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。ポンテシオダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



4545 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--３３
((他用途ダム容量の買い上げ他用途ダム容量の買い上げ)) 2/22/2

浄水場

サンルダム

浄水場
(名寄市水道)

新設導水路②新設導水路② 水道用水容量として
買い上げ

新設導水路①新設導水路①
（共同）（共同）

サンルダム

真勲別 浄水場
(下川町水道)

風連20線堰堤
（既設）

発電容量

買い上げ

名寄市水道
供給区域 下川町水道

供給区域

堆砂容量

岩尾内ダム

ポンテシオダム

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム（直轄）

施 設 名 ポンテシオダム

所 轄 ・ 所 管 北海道企業局

形 式 重力式コンクリート

目 的 発電

ポ ダポ ダ
既設ダム（直轄）

建設中ダム

基準地点

集 水 面 積 93.8km2

総 貯 水 容 量 870千m3

有効貯水容量 870千m3

ポンテシオダムポンテシオダム



4646 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--４４
((水系間導水水系間導水)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
雨竜発電所で既に行っている雨竜川から天塩川への導水を活用して名寄市及び下川町水道用水を確保する。

施設規模：確保水量 1,640m3/日（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：約45億円

事業費算定の考え方

・雨竜川(雨竜第一ダム)から雨竜発電所への導水施設改良に係る費用を算定した。

・雨竜発電所から各浄水場への導水施設建設に係る費用を算定した。

工 期：約16年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・雨竜ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。

・雨竜発電所への影響(減電)について検討が必要である。

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である。導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



4747 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--４４
((水系間導水水系間導水)) 2/22/2

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

浄水場

サンルダム

(名寄市水道)

新設導水路新設導水路②②

真勲別

雨竜第一ダム

新設導水路①新設導水路①
（共同）（共同）

新設導水路新設導水路②②

名寄市水道
供給区域 下川町水道

雨竜発電所

既設発電導水 浄水場
(下川町水道)

供給区域 下川町水道
供給区域

忠烈布ダム



4848 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--５５
((地下水取水地下水取水)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
名寄市及び下川町各々の浄水場付近に新たに井戸を掘削して確保して、水道用水を確保する。また名寄市水

道の風連地区では既設井戸の継続利用とする場合も検討する。

施設規模：確保水量 1,640m3/日（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：

・井戸新設 約8億円

・既設井戸継続利用 約12億円

事業費算定の考え方

・各事業者の浄水場付近に新設井戸及び浄水場への導水施設に係る費用を算定した。

・風連地区の既設井戸を継続利用する場合は、風連浄水場の施設改良に係る費用を算定した。

工 期：

・井戸新設 約5年 (標準的な施工期間)井戸新設 約5年 (標準的な施工期間)

・既設井戸継続利用 約5年 (標準的な施工期間)

実施にあたっての留意事項

・地下水取水は、伏流水や河川水への影響について十分な調査が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある
※名寄市水道の既設井戸継続利用に係るコストは、名寄市水道事業再評価資料より



4949 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--５５
((地下水取水地下水取水)) 2/22/2

名寄市水道
供給区域

浄水場
(名寄市水道) 浄水場

サンルダム

供給区域 (名寄市水道) 浄水場
(下川町水道)

施設検討位置
（名寄市水道）

真勲別

名寄市

施設検討位置
（下川町水道）

下川町水道
供給区域

名寄市
風連地区

既設井戸既設井戸
・浄水場・浄水場浄水場浄水場

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム（直轄）

建設中ダム

基準地点



5050 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--６６
((ため池ため池)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
名寄市及び下川町の各々の浄水場付近に雨水や地区内流水を貯留するため池を新設し、名寄市及び下川町水

道用水を確保する。

施設規模： 確保容量 200千m3（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：約31億円

事業費算定の考え方

・各事業者の浄水場付近に、掘削によりため池建設を行うものとして算定した。

工 期：約12年(標準的な施工期間) ＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・ため池の貯留にあたって、雨水や地区内流水の補給調査が必要である。

・ため池建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



5151 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--６６
((ため池ため池)) 2/22/2

浄水場
(名寄市水道) 浄水場

サンルダム

(名寄市水道) 浄水場
(下川町水道)

施設検討位置
（名寄市水道）

真勲別

施設検討位置
（下川町水道）

（名寄市水道）

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム（直轄）

建設中ダム

基準地点



5252 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--７７
((海水淡水化海水淡水化)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
オホーツク海沿岸(興部川河口付近)に海水淡水化施設を建設して、名寄市及び下川町水道用水を確保する。

施設規模：確保水量 1,640m3/日（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：約76億円

事業費算定の考え方

・海水淡水化施設の建設に係る費用を既存施設の実績から推算して算定した。

・海水淡水化施設から名寄川への導水施設建設に係る費用を算定した。

工 期：約18年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・海水淡水化施設、導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



5353 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--７７
((海水淡水化海水淡水化)) 2/22/2

福岡県 まみずピア福岡県 まみずピア

ル
川

浄水場

海水淡水化施設海水淡水化施設

福岡県：まみずピア福岡県：まみずピア
最大生産水量：最大生産水量：50.000m50.000m33//日日

サンルダム

←
サ
ン
ル浄水場

(名寄市水道)

新設導水路新設導水路

沖縄県：北谷浄水場沖縄県：北谷浄水場
最大生産水量：最大生産水量：40.000m40.000m33//日日

他地域の事例

真勲別
名寄市水道
供給区域

下川町水道

新設導水路新設導水路 他地域の事例

岩尾内ダム

供給区域

浄水場
(下川町水道)

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム（直轄）既設ダム（直轄）

建設中ダム

基準地点



5454 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--８８
((ダム使用権等の振替ダム使用権等の振替)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
岩尾内ダムの遊休ダム使用権(工業用水)を振り替えて、名寄市及び下川町水道用水を確保する。

施設規模：確保容量 200千m3（水道用水）

完成までに要する費用(概算)：約33億円

事業費算定の考え方

・岩尾内ダムの利用年数を考慮した現在価値に対して再アロケーションを行って水道用水の負担額を算定した。

・岩尾内ダムからの補給・取水のため、風連20線堰堤(天塩川)から各浄水場への導水施設建設に係る費用を算

定した。

工 期：約13年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・岩尾内ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である。導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



5555 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--８８
((ダム使用権等の振替ダム使用権等の振替)) 2/22/2

凡 例

既設ダム（直轄）

建設中ダム
浄水場

建設中ダム

基準地点
(名寄市水道)

新設導水路②新設導水路②

新設導水路①新設導水路①
（共同）（共同） サンルダム

真勲別

浄水場
( 道)

遊休使用権の一部
を水道用水に振替

風連20線堰堤
（既設）

下川町水道
供給区域

施 設 名 岩尾内ダム

所 轄 ・ 所 管 国土交通省

形 式 重力式コンクリート

目 的
洪水調節・かんがい・

水道・工水・発電

(下川町水道)
名寄市水道
供給区域

岩尾内ダム岩尾内ダム

水道 工水 発電

集 水 面 積 331.4km2

総 貯 水 容 量 107,700千m3

有効貯水容量 96,300千m3

岩尾内ダム岩尾内ダム

岩尾内ダム



5656 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--９９
((既得水利の合理化・転用既得水利の合理化・転用)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
名寄川の既得水利権を合理化・転用することにより、名寄市及び下川町水道用水を確保する。

施設規模：確保水量 1,640m3/日（水道用水）

概算事業費： ―

工 期： ―

実施にあたっての留意事項

・名寄川における関係利水者との調整が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



5757 新規利水対策案の概略検討新規利水対策案の概略検討--９９
((既得水利の合理化・転用既得水利の合理化・転用)) 2/22/2

目 的 件数 水利権量(最大)

名寄川の既得水利権

浄水場
(名寄市水道)

か ん が い 6 3.370m3/s

工 業 1 0.570m3/s

水 道 1 0.130m3/s

そ の 他 1 0 440m3/s
サンルダム

真勲別 浄水場
(下川町水道)既得水利権の合理化・転用既得水利権の合理化・転用

そ の 他 1 0.440m3/s

合 計 9 4.510m3/s

名寄市水道
供給区域

下川水道
供給区域

既得水利権の合理化 転用既得水利権の合理化 転用

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点基準地点



5858 概略検討結果概略検討結果
（新規利水：名寄市水道、下川町水道）（新規利水：名寄市水道、下川町水道）

No 対策案
完成までに要す

地域社会への影響 実現性などNo. 対策案
る費用(概算)

地域社会への影響、実現性など

0 【現計画】ダム 約1億円 ・用地の買収及び家屋移転は完了している

・用地の買収及び家屋移転は完了している
1 河道外貯留施設 約11億円

・用地の買収及び家屋移転は完了している
・貯水池設置にあたり、周囲堤築造のための地質調査等が必要である

2 ダム再開発 約28億円
・忠烈布ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である
・貯水池掘削には、地質・環境調査等の検討や用地買収が必要である
・導水施設建設に伴う用地買収が必要である

3 他用途ダム容量の買い上げ 約50億円
・ポンテシオダム関係者及び関係利水者との調整が必要である
・導水施設建設に伴う用地買収が必要である

4 水系間導水 約45億円
・雨竜ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である
・雨竜発電所への影響(減電)について検討が必要である
・導水施設建設に伴う用地買収が必要である

5

地下水取水
(井戸新設)

約8億円 ・地下水取水は、伏流水や河川水への影響について十分な調査が必要である

地下水取水地下水取水
(風連地区既存井戸継続利用)

約12億円 ・名寄市浄水場と同等の水質を得るために施設改良が必要である

6 ため池 約31億円
・ため池の貯留にあたって、雨水や地区内流水の補給調査が必要である
・ため池建設に伴う用地買収が必要である

7 海水淡水化 約76億円 ・海水淡水化施設、導水施設建設に伴う用地買収が必要である

8 ダム使用権等の振替 約33億円
・岩尾内ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である

導水施設建設に伴う用地買収が必要である
8 ダム使用権等の振替 約33億円

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である

9 既得水利の合理化・転用 ― ・名寄川における関係利水者との調整が必要である



5959 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--１１
((河道外貯留施設河道外貯留施設)) 1/21/2

【対策案の概要】
サンルダム事業区域内に複数の貯水池を新設し、河川の流水を導水・貯留することで流水の正常な機能を維

持するために必要な流量を確保する

施設規模：確保容量 15,000千m3

【対策案の概要】

完成までに要する費用(概算)：約430億円

事業費算定の考え方

・サンル川沿いのサンルダム事業区域内で、掘削及び周囲堤築造を行うものとして費用を積上げて算定した。

工 期：約26年 (標準的な施工期間)

実施にあたっての留意事項

・貯水池の設置にあたり、周囲堤築造のための地質調査等が必要である。

・必要容量が大きいため複数の貯水池を建設する必要があり、管理・運用面の十分な検討が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



6060 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--１１
((河道外貯留施設河道外貯留施設)) 2/22/2

河道外貯留施設検討位置図

⑦

河道外貯留施設検討位置図

④

⑤
⑥

河道外貯留施設群河道外貯留施設群

サンルダム

真勲別

②

①

③

真勲別

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

①

供給区域

凡 例

既設ダム

岩尾内ダム建設中ダム

基準地点



6161 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--２２
((ダム再開発ダム再開発)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
岩尾内ダムをかさ上げし、流水の正常な機能を維持するために必要な流量を確保する。

施設規模： 確保容量 15,000千m3

完成までに要する費用(概算)：約490億円

事業費算定の考え方

・岩尾内ダムかさ上げの概略設計を行い、ダムかさ上げ、用地買収、橋梁架替等の費用を積上げて事業費を算

定した。

・岩尾内ダムから名寄川への導水施設建設に係る費用を算定した。

工 期：約19年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・岩尾内ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。

・かさ上げには、地質・環境調査等の検討や用地買収が必要である。かさ上げには、地質 環境調査等の検討や用地買収が必要である。

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



6262 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--２２
((ダム再開発ダム再開発)) 2/22/2

かさ上げ前
凡 例

既設ダム（直轄）

建設中ダム

基準地点

洪水調節容量洪水調節容量

既得利水容量既得利水容量
かんがいかんがい

かさ上げ前

サンルダム

真勲別
堆砂容堆砂容

・かんがい・かんがい
・水道用水・水道用水
・工業用水・工業用水
・発・発 電電

名寄市水道
供給区域

堆砂容量堆砂容量

供給区域
下川町水道
供給区域

新設導水路新設導水路
新規利水容量新規利水容量

かさ上げ後

岩尾内ダム岩尾内ダム

・正常流量・正常流量

洪水調節容量洪水調節容量

既得利水容量既得利水容量既得利水容量既得利水容量
・かんがい・かんがい
・水道用水・水道用水
・工業用水・工業用水
・発・発 電電

施 設 名 岩尾内ダム

所 轄 ・ 所 管 国土交通省

形 式 重力式コンクリート

目 的
洪水調節・かんがい・

堆砂容量堆砂容量

発発 電電目 的
洪水調節

水道・工水・発電

集 水 面 積 331.4km2

総 貯 水 容 量 107,700千m3

有効貯水容量 96,300千m3岩尾内ダム



6363 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--３３
((水系間導水水系間導水)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
雨竜発電所で既に行っている雨竜川から天塩川への導水を活用して、流水の正常な機能を維持するために必

要な流量を確保する。

施設規模：導水管28ｋｍ

完成までに要する費用(概算)：約370億円

事業費算定の考え方

・雨竜川(雨竜第一ダム)から雨竜発電所への導水施設改良に係る費用を算定した。

・雨竜発電所から名寄川への導水施設建設に係る費用を算定した。

工 期：約24年 (標準的な施工期間)＋用地買収に要する期間

実施にあたっての留意事項

・雨竜ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である。

・雨竜発電所への影響(減電)について検討が必要である。雨竜発電所 の影響(減電)について検討が必要である。

・導水施設建設に伴う用地買収が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



6464 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--３３
((水系間導水水系間導水)) 2/22/2

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点

サンルダム

真勲別

雨竜第一ダム

名寄市水道
供給区域

雨竜発電所

既設発電導水
新設導水路新設導水路

供給区域

下川町水道
供給区域

忠烈布ダム



6565 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--４４
((既得水利の合理化・転用既得水利の合理化・転用)) 1/21/2

【対策案の概要】【対策案の概要】
名寄川の既得水利権を合理化することにより、流水の正常な機能を維持するために必要な流量を確保する。

施設規模： ―

概算事業費： ―

工 期： ―

実施にあたっての留意事項

・名寄川における関係利水者との調整が必要である。

※コスト、工期は、概略で算定しているため変更となることがある
※コストとしては、この他、ダム事業中止に伴って必要となる額を考慮する必要がある



6666 流水の正常な機能の維持対策案の概略検討流水の正常な機能の維持対策案の概略検討--４４
((既得水利の合理化・転用既得水利の合理化・転用)) 2/22/2

目 的 件数 水利権量(最大)

名寄川の既得水利権

か ん が い 6 3.370m3/s

工 業 1 0.570m3/s

水 道 1 0.130m3/s

そ の 他 1 0 440m3/s
サンルダム

真勲別

既得水利権の合理化既得水利権の合理化

そ の 他 1 0.440m3/s

合 計 9 4.510m3/s

名寄市水道
供給区域

下川町水道
供給区域

既得水利権の合理化既得水利権の合理化

岩尾内ダム

凡 例

既設ダム

建設中ダム

基準地点



6767 概略検討結果概略検討結果
（流水の正常な機能の維持）（流水の正常な機能の維持）

No 対策案
完成までに要す

地域社会への影響 実現性などNo. 対策案
る費用(概算)

地域社会への影響、実現性など

0 【現計画】ダム 約100億円 ・用地の買収及び家屋移転は完了している

1 河道外貯留施設 約430億円
・用地の買収及び家屋移転は完了している
・貯水池設置にあたり、周囲堤築造のための地質調査等が必要である
・複数の貯水池が必要であり、管理・運用面の十分な検討が必要である

・岩尾内ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である
2 ダム再開発 約490億円

・岩尾内ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である
・かさ上げには、地質・環境調査等の検討や用地買収が必要である
・導水施設建設に伴う用地買収が必要である

3 水系間導水 約370億円
・雨竜ダム関係者及び関係利水者との調整が必要である
・雨竜発電所への影響(減電)について検討が必要である3 水系間導水 約370億円 雨竜発電所 の影響(減電)について検討が必要である
・導水施設建設に伴う用地買収が必要である

4 既得水利の合理化・転用 ― ・名寄川における関係利水者との調整が必要である


